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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】紙幣ととにも硬貨をも入れることができるよう
にした金封を提供する。
【解決手段】祝儀又は不祝儀に用いられる金封において
、包み紙が折り線ａ～ｆで折られることによって表部１
１Ａ、裏部１１Ｂ及び折り返し部１１Ｃに区画され、該
表部１１Ａ、裏部１１Ｂ及び折り返し部１１Ｃは紙幣を
収納し得るように互いに折られる一方、表部１１Ａ又は
裏部１１Ｂの内面には硬貨を入れるためのポケット部１
４が構成されている。ポケット部１４は折られた裏部１
１Ｂ、表部１１Ａ又は折り返された折り返し部１１Ｃに
よって開口が覆われるように構成するのがよい。
【選択図】図２



(2) JP 3148005 U 2009.1.29

10

20

30

40

50

【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　祝儀又は不祝儀に用いられる金封(10,10')において、
　包み紙(11,11')が折り線(a～f)で折られることによって表部(11A,11A')、裏部(11B,11B
')及び折り返し部(11C,11C')に区画され、該表部(11A,11A')、裏部(11B,11B')及び折り返
し部(11C,11C')は紙幣(16)を収納し得るように互いに折られる一方、
　上記表部(11A,11A')又は裏部(11B,11B')の内面には硬貨(15)を入れるためのポケット部
(14)が構成されていることを特徴とする金封。
【請求項２】
　上記ポケット部(14)は折られた上記裏部(11B,11B')又は表部(11A,11A')によって開口が
覆われるようになっている請求項１記載の金封。
【請求項３】
　上記ポケット部(14)は折り返された上記折り返し部(11C,11C')によって開口が覆われる
ようになっている請求項１記載の金封。
【請求項４】
　上記ポケット部(14)は四角形状の小さいシートの三外縁を上記表部(11A,11A')又は裏部
(11B,11B')の内面に接着することによって構成されている請求項１ないし３のいずれかに
記載の金封。
【請求項５】
　上記ポケット部は小封筒を上記表部又は裏部の内面に接着することによって構成されて
いる請求項１ないし３のいずれかに記載の金封。

【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は金封に関し、特に紙幣ととにも硬貨をも入れることができるようにした金封に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、祝儀や不祝儀には金封がよく用いられる。この種の金封には、少額の紙幣のと
きには封筒に水引を印刷した簡易な金封が用いられることが多いが、通常は包み紙を折り
線によって所定の折り方に折り、水引をかけ、包み紙の右上部に熨斗を貼り付けたものが
用いられる（特許文献１、特許文献２、特許文献３、特許文献４、特許文献５）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－５９９３８号公報
【特許文献２】特開２０００－２７２０３０号公報
【特許文献３】実用新案登録第３１４３８４１号公報
【特許文献４】実用新案登録第３０９２５８５号公報
【特許文献５】実用新案登録第３０３９５９３号公報
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、祝儀や不祝儀にあたり、紙幣とともに硬貨、例えば５００円硬貨を金封に同
封したいときがある。
【０００５】
　しかし、従来の金封では包み紙を折って作成されているので、例えば５００円硬貨を同
封すると、包み紙の折り重ねた切れ目から落ちてしまうおそれがあった。そのため、小袋
に硬貨を入れてから金封に同封する必要があり、煩雑であった。
【０００６】
　本考案はかかる問題点に鑑み、小袋を使用することなく、硬貨を同封できるようにした
金封を提供することを課題とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　そこで、本考案に係る金封は、祝儀又は不祝儀に用いられる金封において、包み紙が折
り線で折られることによって表部、裏部及び折り返し部に区画され、該表部、裏部及び折
り返し部は紙幣を収納し得るように互いに折られる一方、上記表部又は裏部の内面には硬
貨を入れるためのポケット部が構成されていることを特徴とする。
【０００８】
　本考案の特徴の１つは金封の内面に上縁が開放されたポケット部を形成し、硬貨を入れ
られるようにした点にある。これにより、例えば５００円硬貨を紙幣とともに同封しても
包み紙の折り重ねた切れ目から落ちることはなく、別途小袋を用意する必要がなく、煩雑
を感じることもない。
【０００９】
　ポケット部の開口はそのまま開放しておくと、持ち運び中や保管中に衝撃を受け、逆向
きの姿勢になることなどによって硬貨がポケット部から出てしまい、最終的に金封から落
ちるおそれがある。
【００１０】
　そこで、ポケット部の開口は折られた上記裏部又は表部によって覆われるように構成す
るのがよい。また、ポケット部の開口は折り返された折り返し部によって覆われるように
構成することもできる。
【００１１】
　ここで、ポケット部は、四角形状の小さいシートの三外縁を表部又は裏部の内面に接着
することによって構成されることができる。
【００１２】
　また、ポケット部は、小封筒を表部又は裏部の内面に接着することによって構成される
こともできる。この場合、小封筒の開口縁には開口を閉じ得る舌片部を一体に形成するこ
とができ、この舌片部を折り返して開口を閉じると、硬貨が落ちるおそれを確実に解消す
ることできる。
【考案を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本考案を具体例に基づいて詳細に説明する。図１ないし図３は本考案に係る金封
の好ましい実施形態を示す。図において、金封１０の表面右上部には熨斗１３が貼り付け
られ、金封１０の中央には水引１２が取付けられている。
【００１４】
　この金封１０は和紙製の包み紙１１を用いて作成され、包み紙１１は折り線ａ～ｆで折
ることによって表部１１Ａ、裏部１１Ｂ、上下の折り返し部１１Ｃ及び止め折り部１１Ｄ
に区画されている。
【００１５】
　また、裏部１１Ｂの内面には四角形状の小シートの三外縁が帯状に接着されることによ
って貼り付けられ、上端が開口したポケット部１４が構成され、硬貨が入れられるように
なっている。このポケット部１４の開口は上折り返し部１１Ｃを折り返したときに覆われ
るようになっている。
【００１６】
　金封１０を作成する場合、ポケット部１４に硬貨、例えば５００円硬貨１５を入れた後
、ポケット部１４の上に紙幣１６を重ね、包み紙１１を上下の折り返し部１１Ｃを折り返
すと、ポケット部１４の開口が上折り返し部１１Ｃによって覆われる。次に、折り線ａ～
ｃで折ることによって表部１１Ａと裏部１１Ｂを折り重ね、最後に止め折り部１１Ｄを折
って折り止めを行い、出来上がった金封１０の中央には水引１２を嵌める。
【００１７】
　本例の金封では硬貨１５を紙幣１６とともに同封しても包み紙１１の折り重ねた切れ目
から落ちることはない。また、硬貨１５を入れる小袋を別途用意する必要がないので、煩
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【００１８】
　図４ないし図６は第２の実施形態を示し、図１ないし図３と同一符号は同一又は相当部
分を示す。本例では番号に’を付して第１の実施形態と区別している。本例では包み紙１
１’を折り線ａ～ｃによって表部１１Ａ’、裏部１１Ｂ’及び折り返し部１１Ｃ’を区画
し、左側又は右側の裏部１１Ｂ’を表部１１Ａ’に折り重ねた後、上下の折り返し部１１
Ｃ’を折り返し、祝儀の場合には上の折り返し部１１Ｃ’を下の折り返し部１１Ｃ’の上
に重ね、不祝儀の場合には逆に下の折り返し部１１Ｃ’を上の折り返し部１１Ｃ’の上に
重ねた後、水引１２を嵌める。
【００１９】
　このように、金封１０、１０’の包み紙１１は種々の折り方にて折ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本考案に係る金封の好ましい実施形態を示す正面図である。
【図２】上記実施形態における包み紙の折り方を説明するための図である。
【図３】上記実施形態における包み紙の折り方を説明するための図である。
【図４】第２の実施形態を示す正面図である。
【図５】上記実施形態における包み紙の折り方を説明するための図である。
【図６】上記実施形態における包み紙の折り方を説明するための図である。
【符号の説明】
【００２１】
　　１０、１０’　　　金封
　　１１、１１’　　　包み紙
　　１１Ａ、１１Ａ’　　　　表部
　　１１Ｂ、１１Ｂ’　　　　裏部
　　１１Ｃ、１１Ｃ’　　　　折り返し部
　　１２　　　　　　　水引
　　１３　　　　　　　熨斗
　　１４　　　　　　　ポケット部
　　１５　　　　　　　硬貨
　　１６　　　　　　　紙幣
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